
  

  

豊 中 市 教 育 委 員 会 

池 田 市 教 育 委 員 会 

箕 面 市 教 育 委 員 会 

豊 能 町 教 育 委 員 会 

能 勢 町 教 育 委 員 会 
 

 豊能地区３市２町（豊中市・池田市・箕面市・豊能町・能勢町）は、平成24年4月1日に大阪府から教職員人事

権の移譲を受けることとなりました。これに伴い、これまで大阪府教育委員会が実施してきた豊能地区３市２町にお

ける公立小・中学校の講師〔常勤講師(産休臨時講師など)、非常勤講師〕希望者登録を豊能地区３市２町の各教育委

員会が実施することとなります。つきましては、以下のとおり講師希望者登録の申し込み受付を行います。 

ただし、講師は必要が生じた場合に限って採用します。登録された人がすべて採用されるものではありませんので、

ご注意ください。 

 

◆登録できる人 

１ 現に当該校種・教科の普通免許状を有する人又は平成24年4月1日までに取得見込みの人 

 （取得見込での登録受付は、平成23年12月1日から平成24年3月31日までの期間のみとなります。） 

２ 地方公務員法第16条及び学校教育法第9条に該当しない人 

 

◆登録方法 

 別添の申込書に必要事項並びに登録を希望される市町に○印をご記入のうえ、３市２町のうち登録を希望される 

いずれかの市又は町の教育委員会（下記参照）までお届けください。（郵送可） 

【登録及び問合せ先】 

市町名 送付先及び担当課名 受付時間 電話番号 

豊中市 
〒561-8501 豊中市中桜塚３－１－１ 

8：45～17：15 06-6858-2560～2562 
教育委員会教職員室教職員人事チーム（豊中市役所第1庁舎6階） 

池田市 
〒563-8666 池田市城南１－１－１ 

8：45～17：15 
072-752-1111 

（内線428・429） 教育委員会教育部教職員課（池田市役所5階） 

箕面市 
〒562-0003 箕面市西小路４－６－１ 

8：45～17：15 072-724-6997 
教育委員会事務局教育推進部教職員課（箕面市役所別館5階) 

豊能町 
〒563-0292 豊能郡豊能町余野４１４－１ 

9：00～17：30 072-739-3426 
教育委員会教育総務課（豊能町役場1階） 

能勢町 
〒563-0392 豊能郡能勢町宿野２８ 

8：30～17：00 072-734-2693 
教育委員会学校指導課（能勢町役場南館１階） 

 ※受付は市役所及び町役場の開庁日（休日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除く月～金曜日）に行います。 

 

◆登録に関しての注意事項 

１ 欠員が生じた際には、各市町の教育委員会より連絡いたします。 

２ 他の府県や大阪府・大阪市・堺市などで登録されていても、登録することができます。また、豊能地区3市2町 

  それぞれに登録することができます。 

３ 一度登録していただくと、年度ごとに更新していただく必要はありません。 

４ 申込書は、登録希望に応じて、届出のあった市町から他の市町（3市2町に限る）に送付します。 

５ 登録内容に変更が生じた場合は、登録先の教育委員会まで連絡してください。 

 

豊豊能能地地区区（（豊豊中中市市・・池池田田市市・・箕箕面面市市・・豊豊能能町町・・能能勢勢町町））  

ににおおけけるる講講師師希希望望者者登登録録ののおお知知ららせせとと講講師師制制度度のの概概要要  



◆勤務条件等についての概要（大阪府内の公立学校と同じ） 

 

【常勤講師】 

任用形態 

 産休臨時講師、育児休業臨時講師、本務者が年度途中で退職するなどにより欠員状態が生じた場合、 

期限を付して臨時任用します。発令期間内は、毎日勤務していただきます。（原則として、週休日・休日

を除く。）。 

給与等 

基本給与  大学新卒（４年制） 約２２５，０００円  短大新卒（２年制） 約２０４，０００円 

※基本給与とは給料月額に教職調整額、地域手当、義務教育等教員特別手当を加えた額です。 

経歴その他に応じて一定の基準により加算があります。 

基本給与の支給限度額は約３４３，０００円となります。 

昇  給  なし（任用の都度、給料月額が決定されます。ただし、給料月額は条例の改正に伴い変動す  

      る場合があります。） 

諸 手 当  扶養手当、住居手当、通勤手当、期末手当、勤勉手当、教員特殊業務手当等の諸手当がそれ 

      ぞれの条件に応じ支給されます。 

 ※扶養、住居、通勤手当は、月の初日に要件を満たしている場合に限りその月の手当が支給されます。 

ただし、期限満了が月の初日の場合は、その月にかかる手当は支給されません。 

 ※扶養、住居、通勤手当は届出をしないと支給されませんので事実が生じた場合は、直ちに届出をして 

ください。 

 ※教員特殊業務手当（修学旅行等の泊を伴う行事の引率指導や土日等における部活動指導等に係る手当） 

は、実績があった翌月に支給されます。 

 ※期末、勤勉手当は基準日（6月1日、12月1日）に在職する職員及び基準日前１カ月以内に退職した 

場合に支給されます。 

退職手当  引き続き６カ月以上の期間を勤務した場合は、一般の退職手当が支給されます。 

支払方法 

給 料  （手当を一部含みます。） 

       月の１日から末日までの期間について、その月の月額が17日（その日が土曜日に当たる 

ときはその前日、日曜日に当たるときはその翌日（その日が休日に当たるときは15日）、 

休日に当たるときはその翌日）に支給されます。 

退職手当  一般の退職手当の支払いは、原則として、退職日から1カ月以内に支給されます。 

勤務時間 

・休暇 

勤務時間  週当たり３８時間４５分（月～金／勤務日、土・日／週休日） 

      昼間に授業を行う学校又は課程／ ８時３０分から１７時００分 

      夜間に授業を行う学校又は課程／１３時１５分から２１時４５分 

      ※基本的な勤務時間の割振りであり、学校により異なる場合があります。 

休  暇  年次有給休暇は、１年間につき２０日付与されます。 

      計算式：（採用期間の日数÷365日）×20日（小数点以下は切り捨て） 

      特別休暇は、正規職員と同様に制度化されています。 

（例）結婚休暇、服喪休暇、子の看護休暇等 

 

 

 

 

社会保険等 

 

 

 

 

雇用保険  「職員の退職手当に関する条例」が適用されるため、雇用保険の加入はありません。 

      なお、「職員の退職手当に関する条例」に定める「失業者の退職手当」（※）については、 

引き続く勤続期間が12カ月以上の場合に支給の対象になります。 

※「失業者の退職手当」とは、雇用保険の失業給付に相当する「職員の退職手当に関する条例」 

上の制度です。 

社会保険（健康保険、厚生年金保険）   

当初の任用期間が2月を超える場合は、任用初日からの加入となります。ただし、当初の 

任用期間が2月以下で、任用期間が1月を超える更新をされることとなった場合は、更新 

日以降の加入となります。 



 

 

社会保険等 

介護保険   社会保険加入者で40歳以上65歳未満の方は、同時に介護保険2号被保険者となりますの 

で、健康保険料とは別に介護保険料も徴収されます。 

 常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間以上勤務した日が 18日以

上（土、日曜日・祝日を除きます。）ある月が、引き続いて12月を超え、13月目以降において1月以上の

任用期間がある場合には、13月目の初日から共済組合の組合員資格を取得します。 

※標記の勤務条件等は、平成23年10月1日現在の内容です。 

 

【非常勤講師】 

任用形態 担当する授業の時間割に応じて勤務していただきます。 

報酬等 

報酬額及び報酬の加算額が支給されます。 

報  酬  額  授業1時間につき以下のとおりの額を支給します。 

授業時間 報酬額 

５５分未満 ２，７９０円 

５５分以上６０分未満 ３，０７０円 

６０分以上６５分未満 ３，３５０円 

６５分以上７０分未満 ３，６３０円 

７０分以上７５分未満 ３，９１０円 

 

報酬の加算額  通勤１回に要する経費は、日額3,330円（月額50,000円）を限度として支給されます。 

        （通勤の事実の確認及び報酬の加算額は、届出に基づき大阪府の通勤手当の例に準じ 

て決定。）昇給なし。期末手当、勤勉手当、退職手当は支給されません。 

支払方法 
 月の1日から末日までの間における授業時間数の実績により計算した額が、翌月の10日（その日が土、

日曜日又は国民の祝日に当たるときはその直前の銀行営業日）に支給されます。 

勤務時間 

・休暇 

勤務時間  担当する時間割に応じて勤務していただきます。 

休  暇  6月を超えて勤務する者に対し、一定の基準（下表参照）により年次休暇が付与されます。 
 

1週間あたりの勤務日数 5日 4日 3日 2日 1日 

年次有給休暇日数 10日 7日 5日 3日 1日 

社会保険等 

社会保険（健康保険、厚生年金）の適用はありません。国民健康保険等に加入していただくことになり

ます。 

雇用保険は、1週間の基本的な時間割において受け持つ授業時間が20時間以上で、31日以上の任用期

間がある場合のみ適用になります。 

※標記の勤務条件等は、平成23年10月1日現在の内容です。 

 



申 込 書 
 

（     年   月   日 現在） 
写 真 

 

 

写真は申込前 6 ヶ月

以内に撮影した脱

帽、上半身正面向の

もので本人と確認で

きるものをはってく

ださい。 

ふりがな 性別 

氏 名  

生年月日        年    月    日 生（満    才） 

郵便番号 □□□―□□□□ 

現 住 所 
 

電 話（    ）      － 
  年  ・ 月 学 歴（＊注） ・ 職 歴 

   ・  

   ・  

   ・  

   ・  

   ・  

   ・  

   ・  

   ・  

   ・  

   ・  

   ・  

 
（＊注１） 最終学歴が高校・短大・大学の人は高校入学から記入し、中学校までの人は最終学校卒業から 

記入してください。 
 



勤務可能期間 

年   月   日頃から   年    月    日頃まで  

常勤・非常勤の別（該当する□に✓をしてください。） 
   □ 常勤を希望する   □ 非常勤を希望する   □ どちらでもよい 

登録を希望する市町（登録希望の市町名に○をしてください。（複数可）） 
 

   豊中市   池田市   箕面市   豊能町   能勢町   全ての市町 
 
 複数の市町に○をされている場合は、申込書の写しを登録希望の市町に送付しますので、 
 下記をご確認いただき、氏名欄にご署名ください。 
 
 確認事項  申込書の写しを登録希望市町へ送付することを承諾します。 
                           
                          氏 名             
志望動機及び希望する仕事 
 
 
 
 
 

資

格

・

免

許

等 

資 格・免 許 等 の 名 称 取 得 年 月 日 
  

趣味・特技・クラブ活動等 

その他自己ＰＲ等があれば記入してください。 

 


